
 

 
関西電力株式会社大飯発電所第３号機の 

設計及び工事の計画の技術基準規則等への適合性に関する審査結果 
 

原 規 規 発 第 2 0 0 5 1 4 1 号 

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 

１．審査の内容 

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、関西電力株式会

社大飯発電所第３号機の設計及び工事計画認可申請（2019 年 12 月 12 日付け関

原発第 383 号をもって申請、2020 年 4 月 3 日付け関原発第 3号、2020 年 4 月 30

日付け関原発第 70 号及び 2020 年 5 月 12 日付け関原発第 95 号をもって一部補

正。以下「本申請」という。）が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条

の３の９第３項第１号に規定する発電用原子炉の設置変更の許可を受けたとこ

ろによるものであるかどうか、同項第２号に規定する「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則」（平成 25 年原子力規制委員会規則第 6 号。

以下「技術基準規則」という。）に適合するものであるかどうかについて審査し

た。 

規制庁は、審査にあたり申請書本文、発電用原子炉の設置の許可との整合性に

関する説明書、発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書、

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書、安全設備及び重大事故等対処設備が

使用される条件の下における健全性に関する説明書、発電用原子炉施設の火災防

護に関する説明書、発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損傷に伴う飛

散物による損傷防護に関する説明書、通信連絡設備に関する説明書、安全避難通

路に関する説明書、非常用照明に関する説明書、耐震性に関する説明書、強度に

関する説明書、放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び

警報動作範囲に関する説明書、管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に

関する説明書、生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書、非常

用発電装置の出力の決定に関する説明書、緊急時対策所の機能に関する説明書、

緊急時対策所の居住性に関する説明書、添付図面並びに設計及び工事に係る品質

マネジメントシステムに関する説明書（以下「本申請の書類」という。）を確認の

対象とした。 

 

１－１ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号への適合性 

規制庁は、本申請の書類から、 

（１）工事計画のうち設備の仕様に関する事項が、令和元年 12 月 11 日付け原

規規発第 1912112 号により許可した大飯発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（以下「設置変更許可申請書」という。）に記載された設備仕様

と整合していること 

（２）工事計画のうち設備の基本設計方針が、設置変更許可申請書の設計方針

と整合していること 
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（３）設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが、設置変更許可申請書

（2020 年 4 月 1 日付け関原発第 12 号による届出を含む。）の保安のため

の業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項と整合している

こと 

を確認した。 

規制庁は、上記のとおり、本申請の設計及び工事の計画が許可を受けたところ

によるものであることを確認したことから、原子炉等規制法第４３条の３の９第

３項第１号に適合していると認める。 

 

１－２ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第２号への適合性 

関西電力株式会社は、本申請において、緊急時対策所の機能について、大飯発電

所第１号機及び第２号機補助建屋内から新たに設置する緊急時対策所建屋内に移

行すること、また、緊急時対策所について、有毒ガスが重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員（以下「指示要員」という。）に及ぼす影響により、指示

要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計

とすること、さらに、第１号機原子炉補助建屋壁面に設置されている津波監視カメ

ラを第３号機原子炉格納施設外面に移設することを計画している。 

規制庁は、本申請の工事計画が、緊急時対策所の機能の移行等に伴う第３号機及

び第４号機で共用する新たな施設又は設備の設置の工事であることから、技術基準

規則第４条（設計基準対象施設の地盤）から第６条（津波による損傷の防止）まで、

第８条（立入りの防止）から第１０条（急傾斜地の崩壊の防止）まで、第１３条（安

全避難通路等）から第１５条（設計基準対象施設の機能）まで、第３４条（計測装

置）、第４６条（緊急時対策所）から第５２条（火災による損傷の防止）まで、第

５４条（重大事故等対処設備）、第５５条（材料及び構造）、第５７条（安全弁等）

及び第７５条（監視測定設備）から第７８条（準用）までの規定に適合するもので

あるかについて以下のとおり確認した。 

なお、工事の方法については、上記各条に規定される設備ごとの要求事項等を踏

まえ、当該設備が期待される機能を確実に発揮することを示すものであり、かつ、

工事の手順や検査の方法等の妥当性を確認するものであるため、上記各条への適合

性とは別に記載した。 

 

（１）第４条（設計基準対象施設の地盤） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設置するため、設

置変更許可申請書の設計方針に基づくとともに、「耐震設計に係る工認審査ガ

イド」（平成 25 年 6 月原子力規制委員会。以下「耐震工認審査ガイド」とい

う。）を踏まえ、工事計画認可において実績のある日本電気協会「原子力発電

所耐震設計技術指針」（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）等の規格及び基

準等に基づく手法を適用して、耐震重要度に応じた地震力が作用した場合に

おいても、当該施設の設置された地盤が接地圧に対して十分な支持力を有す

ること 
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② 設計基準対象施設の地盤については、耐震重要度に応じた地震力が作用し

た場合の接地圧に対する許容限界として、安全上適切と認められる規格及び

基準等による地盤の短期許容支持力度を設定していること 

③ 地盤の極限支持力度については、設置変更許可申請書における岩種・岩級

ごとの数値を適用していること 

を確認したことから、第４条の規定に適合していると認める。 

 

（２）第５条（地震による損傷の防止） 

① 耐震設計の基本事項 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 設計基準対象施設については、これに作用する地震力による損壊により

公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、設置変更許可申請書の設

計方針に基づくとともに、耐震工認審査ガイドを踏まえ、工事計画認可に

おいて実績のあるＪＥＡＧ４６０１等の規格及び基準等に基づく手法を適

用し、施設の耐震設計上の重要度に応じてＳクラス又はＣクラスに分類し

た上で、それぞれの施設の耐震重要度に応じた地震力に対し構造強度を確

保する設計としていること 

b. 耐震重要施設（Ｓクラスの施設）については、基準地震動による地震力に

対してその安全性が損なわれるおそれがないようにするため、設置変更許

可申請書の設計方針に基づくとともに、耐震工認審査ガイドを踏まえ、工

事計画認可において実績のあるＪＥＡＧ４６０１等の規格及び基準等に基

づく手法を適用して、当該施設の機能を維持する設計としていること 

を確認した。 

 

② 耐震重要度分類 

規制庁は、本申請の書類から、設計基準対象施設の耐震重要度分類につい

ては、施設の耐震設計上の重要度に応じてＳクラス又はＣクラスに分類して

いること、施設に要求される安全機能の役割に応じて、施設を構成する設備

（主要設備、補助設備、直接支持構造物、間接支持構造物、波及的影響を考慮

すべき施設）に適切に区分していることを確認した。 

 

③ 地震力の算定方法 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 静的地震力については、設置変更許可申請書の設計基準対象施設の耐震

設計で示された静的地震力の算定方針に基づき、施設の耐震重要度に応じ

た係数を乗じ、施設の振動特性及び地盤の種類を考慮するなどして、建物・

構築物、機器・配管系のそれぞれに対して適切に算定していること 

b. 動的地震力については、地震応答解析の適用性及び適用限界等を考慮し

て解析手法を選定するとともに、施設及び地盤の構造特性、振動特性、相互

作用等を考慮して解析条件を設定した上で、津波監視設備の地震応答解析

を実施して、基準地震動による地震力を適切に算定していること 

を確認した。 
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④ 荷重の組み合わせ 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 建物・構築物、機器・配管系及び津波監視設備については、耐震重要度分

類に応じて、それぞれの施設に作用する地震力と地震力以外の荷重を適切

に組み合わせていること 

b. 地震荷重と風荷重又は積雪荷重との組合せについては、風荷重又は積雪

荷重の影響が地震荷重と比べて無視できない構造、形状及び仕様を有する

施設を屋外施設から選定し、当該施設の評価において考慮していること 

c. 基準地震動による荷重と基準津波等による津波荷重との組合せについて

は、津波監視設備を入力津波による影響を受けない位置に設置する設計と

していることから、組み合わせる必要はないとしていること 

を確認した。 

 

⑤ 許容限界 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 建物・構築物、機器・配管系のそれぞれの強度評価における許容限界につ

いては、安全上適切と認められる規格及び基準等に基づき、施設の機能を

維持又は構造強度を確保できる設定としていること 

b. 地震時又は地震後に電気的機能が要求される機器の機能維持評価におけ

る許容限界については、実証試験により確認されている機能確認済加速度

を設定していること 

c. 津波監視設備の許容限界については、機器・配管系の強度評価における

許容限界を適用するとともに、当該施設に要求される津波監視機能が十分

に保持できる設定としていること 

を確認した。 

 

⑥ 波及的影響 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 波及的影響については、考慮すべき事象の選定、考慮すべき施設の抽出

及び耐震計算を適切に実施し、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施

設の波及的影響によって、耐震重要施設（Ｓクラスの施設）の安全機能を損

なわない設計としていること 

b. 考慮すべき事象については、原子力発電所の地震被害を調査し、その結

果を考慮した上で、設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変

位又は不等沈下、下位クラスの施設との接続部における相互影響並びに下

位クラスの施設の損傷、転倒、落下等を選定していること 

c. 考慮すべき施設については、敷地全体を俯瞰した調査・検討に基づき、選

定した事象ごとに波及的影響を及ぼす可能性のある下位クラスの施設又は

波及的影響を受ける可能性のある上位クラスの施設を抽出していること 

d. 耐震計算については、抽出した下位クラスの施設が、上位クラスの施設

の設計に用いる地震動又は地震力に対して耐震性を有していること 

を確認した。 
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⑦ 水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せによる影響評価 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 水平 2 方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、耐震重要施設を

対象に、当該組合せの適用によって水平 1 方向及び鉛直方向の地震力を組

み合わせた耐震計算への影響の可能性がある施設を抽出し、三次元応答性

状を考慮した上で基準地震動を適用して当該組合せの適用が耐震性評価に

及ぼす影響を評価していること 

b. その結果、水平 2 方向及び鉛直方向の地震力の組合せによる応力等は、

水平 1 方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対し、同等又は増加する傾向

であったが、応力等が増加する場合でも、水平 2 方向及び鉛直方向の地震

力の組合せによる応力等が許容値を満足すること 

を確認した。 

 

規制庁は、①～⑦の事項を確認したこと、また、津波監視設備の間接支持構

造物の設計については、平成 29 年 8 月 25 日付け原規規発第 1708254 号により

認可した大飯発電所３号機の工事の計画（以下「既認可」という。）から変更が

ないことを確認したことから、第５条の規定に適合していると認める。 

 

（３）第６条（津波による損傷の防止） 

① 基本事項 

規制庁は、本申請の書類から、設計基準対象施設が基準津波によりその安

全性が損なわれるおそれがないようにするため、設置変更許可申請書の設計

方針に基づくとともに、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」（平成 25 年 6 月

原子力規制委員会）を踏まえ、適用性を確認した耐津波設計に係る規格及び

基準等（耐震設計に係る工事計画認可において実績のある規格及び基準等を

含む。）に基づく手法を適用して、津波監視設備を設置していること及び基準

津波に対して津波監視設備の機能を維持する設計としていることを確認した。 

 

② 津波防護対象設備 

規制庁は、本申請の書類から、耐震Ｓクラスに属する設備である津波監視

設備を設計基準対象施設のうち津波から防護する設備（以下「津波防護対象

設備」という。）としていることを確認した。 

 

③ 津波防護対策 

規制庁は、本申請の書類から、津波防護対策について、津波の襲来を察知し

津波防護施設の機能を確実とする津波監視設備を設置するとしていることを

確認した。 

 

④ 津波防護対策に必要な津波監視設備の設計 

規制庁は、本申請の書類から、津波監視設備について、入力津波による影響

を受けない位置に設置する設計としていることから、入力津波に対して、津

波監視設備に要求される機能が十分に保持できる設計としていることを確認

した。 
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規制庁は、①～④の事項を確認したことから、第６条の規定に適合している

と認める。 

 

（４）第８条（立ち入りの防止） 

規制庁は、本申請の書類から、周辺監視区域について、人がみだりに立ち入

ることを制限する等とするため、柵又は塀等を用いて適切に管理する設計に変

更がないとしていることを確認したことから、第８条の規定に適合していると

認める。 

 

（５）第９条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 原子炉施設への人の不法な侵入を防止するため、安全施設を含む区域を設

定し、その区画を人の容易な侵入を防止できる柵等により防護するとともに、

人の接近管理及び出入管理が行える設計に変更がないとしていること 

② 原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件等の持込み（郵便物等

による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため、

持込み点検が行える設計に変更がないとしていること 

を確認したことから、第９条の規定に適合していると認める。 

 

（６）第１０条（急傾斜地の崩壊の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、

急傾斜地崩壊危険区域でない地域に設備を施設する設計に変更がないとしてい

ることを確認したことから、第１０条の規定に適合していると認める。 

 

（７）第１３条（安全避難通路等） 

規制庁は、本申請の書類から、緊急時対策所内に容易に識別できる安全避難

通路を設置するとともに、避難用照明として、蓄電池を内蔵した非常灯及び誘

導灯を設置する設計としていることを確認したことから、第１３条の規定に適

合していると認める。 

 

（８）第１４条（安全設備） 

規制庁は、本申請の書類から、安全施設について、設計基準事故時及び当該

事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その機能を発揮するため、

当該設備がさらされると考えられる圧力、温度、湿度、放射線等の環境条件と

機器仕様の比較等により耐性を確認した設計としていることを確認したことか

ら、第１４条の規定に適合していると認める。 

 

（９）第１５条（設計基準対象施設の機能） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 重要安全施設以外の安全施設のうち第４号機と共用し相互に接続する通 

信連絡設備は、情報を総合的に管理する設計等としており、原子炉施設の安

全性を損なわない設計としていること 
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② 設計基準対象施設について、その健全性及び能力を確認するため、原子炉

の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）が可能

な構造であり、かつ、そのために必要な配置、空間及びアクセス性を備えた

設計としていること 

を確認したことから、第１５条の規定に適合していると認める。 

 

（１０）第３４条（計測装置） 

規制庁は、本申請の書類から、モニタリングステーション及びモニタリング

ポストは、非常用電源設備に接続し、電源復旧までの期間、電源を供給できる

設計としているとともに、専用の無停電電源装置を設置し、電源切替時の短期

間の停電時にも電力を供給できる設計としていること、また、モニタリングス

テーション及びモニタリングポストの指示値は中央制御室及び緊急時対策所に

表示でき、当該データ伝送系は多様性を有する設計としていることを確認した

ことから、第３４条の規定に適合していると認める。 

 

（１１）第４６条（緊急時対策所） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 中央制御室以外の場所に設置した緊急時対策所に、発電所内の関係要員へ

の指示を行うため及び発電所外関連箇所との通信連絡を行うため、電力保安

通信用電話設備、衛星電話、無線通話装置及び統合原子力防災ネットワーク

等に接続する通信連絡設備等を設置又は保管する設計としていること 

② 発電所外関連箇所との通信連絡を行うために必要な通信設備（発電所外）

及びデータ伝送設備（発電所外）について、通信方式の多様性を備えた構成

の専用通信回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用でき

る設計としていること、また、非常用所内電源から無停電電源を介して接続

し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計としていること 

③ 緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲に

あることを把握するため、容易かつ確実に操作できる酸素濃度計及び二酸化

炭素濃度計を保管する設計としていること 

④ 「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（原規技発第 1704052 号（平成 29

年 4 月 5 日原子力規制委員会決定）を踏まえ、敷地内外の固定源及び敷地内

の可動源を特定し、敷地内外の固定源については、 

a. 有毒ガス防護に係る影響評価を行った結果、緊急時対策所の指示要員の

吸気中の有毒ガス濃度が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることか

ら、緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍において工

場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置並びに当該装置が有

毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報するための装置を不要とする

設計とし、有毒ガス防護に係る影響評価の評価条件について、以下のとお

り設定していること 

ア. 毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）の規定に基づき敷地内

の固定源貯蔵場所に設置された堰及び有毒化学物質の蒸発を低減するた

めに当該貯蔵場所に設置する覆いについて、構造上更地になるような壊
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れ方をしない設計としていることから、これらの設置状況を踏まえ、評価

条件を設定していること 

イ. 上記ア.に記載する覆いの開口部面積について、寸法に基づく開口部面

積に余裕を見込んで設定していること 

敷地内の可動源については、 

b. 立会人等の随行、（２３）の通信連絡設備による連絡、（２２）の緊急時対

策所換気設備の隔離等の対策により、緊急時対策所の指示要員を防護する

ことから、緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍にお

いて工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置

が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報するための装置を不要と

する設計としていること 

を確認したことから、第４６条の規定に適合していると認める。 

 また、既認可においては、発電所外関連箇所との通信連絡を行うために必要

な通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備（発電所外）について電源車（緊

急時対策所用）（ＤＢ）又は第１号機及び第２号機の非常用所内電源から接続す

る設計としていたが、本申請において、電源車（緊急時対策所用）（ＤＢ）を廃

止し、第３号機の非常用所内電源から接続する設計としていることを確認した。 

さらに、緊急時対策所コントロールセンターは、通常時に非常用所内電源系

から受電する設計としているが、遮断器により非常用所内電源系への悪影響を

防止する設計としていることから、本申請が、既認可の保安電源設備に係る技

術基準への適合性に影響を与えないことを確認した。 

 

（１２）第４７条（警報装置等） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 1 次冷却系統に係る原子炉施設の損壊又は故障その他異常の場合に、中央

制御室等から緊急時対策建屋内の人に操作、作業、退避の指示、事故対策の

ための集合等の連絡を行うため、警報装置として事故一斉放送装置を、多様

性を確保した通信設備として運転指令設備、電力保安通信用電話設備及び衛

星電話等を設置又は保管する設計としていること、また、これら設備につい

て、非常用所内電源から無停電電源を介して接続し、外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計としていること 

② 設計基準事故が発生した場合に、緊急時対策所から発電所外関連箇所へ事

故の発生等に係る連絡を行うため、通信設備として加入電話、電力保安通信

用電話設備、衛星電話及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備等を設置又は保管する設計としていること、また、これら設備について、

通信方式の多様性を備えた構成の専用通信回線に接続し、輻輳等による制限

を受けることなく常時使用できる設計としているとともに、非常用所内電源

から無停電電源を介して接続し、外部電源が期待できない場合でも動作可能

な設計としていること 

を確認したことから、第４７条の規定に適合していると認める。 
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（１３）第４８条（準用） 

規制庁は、本申請の書類から、電気設備について、「原子力発電工作物に係る

電気設備に関する技術基準を定める命令」（平成 24 年経済産業省令第 70 号）に

基づき、接地による感電及び火災の防止措置、保護継電器及び遮断器の設置に

よる異常の予防及び保護対策等を講じる設計としていることを確認したことか

ら、第４８条の規定に適合していると認める。 

 

（１４）第４９条（重大事故等対処施設の地盤） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤に設置するため、

設置変更許可申請書の設計方針に基づくとともに、耐震工認審査ガイドを踏

まえ、設計基準対象施設の工事計画認可において実績のあるＪＥＡＧ４６０

１等の規格及び基準等に基づく手法を準用して、施設区分に応じた地震力が

作用した場合においても、当該施設の設置された地盤が接地圧に対して十分

な支持力を有すること 

② 重大事故等対処施設については、施設区分に応じた地震力が作用した場合

の接地圧に対する許容限界として、安全上適切と認められる規格及び基準等

による地盤の短期許容支持力度を設定していること、また、常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震

力が作用した場合の接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準

等による地盤の極限支持力度に対して妥当な安全余裕を有していること 

③ 地盤の極限支持力度については、設置変更許可申請書における岩種・岩級

ごとの数値を適用していること 

を確認したことから、第４９条の規定に適合していると認める。 

 

（１５）第５０条（地震による損傷の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 耐震設計の基本事項 

a. 重大事故等対処施設をそれぞれの施設区分に応じた地震力に対して構造

強度を確保するようにするため、設置変更許可申請書の設計方針に基づく

とともに、設計基準対象施設の工事計画認可において実績のあるＪＥＡＧ

４６０１等の規格及び基準等に基づく手法を準用して、常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。

以下同じ。）に分類していること 

b. 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基

準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないようにするため、設置変更許可申請書の設計方針に

基づくとともに、設計基準対象施設の工事計画認可において実績のあるＪ

ＥＡＧ４６０１等の規格及び基準等に基づく手法を準用して、当該施設の

機能を維持する設計としていること 

 

② 施設区分 

重大事故等対処施設の施設区分については、施設の各設備が有する重大事
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故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて、常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設に分類した上で、施設に要求され

る機能の役割に応じて、施設を構成する設備（設備、直接支持構造物、間接支

持構造物、波及的影響を考慮すべき施設）に適切に区分していること 

 

③ 地震力の算定方法 

a. 動的地震力に関して、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設について、地震応答解析の適用性及び適用限界等を考慮して解析手

法を選定するとともに、施設及び地盤の構造特性、振動特性、相互作用等を

考慮して解析条件を設定した上で、建物・構築物の入力地震動評価並びに

建物・構築物及び機器・配管系の地震応答解析を実施して、地震力を適切に

算定していること 

b. 動的地震力の算定に当たって、建物・構築物の剛性及び地盤の剛性のば

らつき等を適切に考慮していること 

 

④ 荷重の組み合わせ 

a. 建物・構築物及び機器・配管系については、施設区分に応じた地震力と重

大事故等時の状態で施設に作用する荷重等の地震力以外の荷重を適切に組

み合わせていること 

b. 地震荷重と風荷重又は積雪荷重との組合せについては、風荷重又は積雪

荷重の影響が地震荷重と比べて無視できない構造、形状及び仕様を有する

施設を屋外施設から選定し、当該施設の評価において考慮していること 

c. 基準地震動による荷重と基準津波等による津波荷重との組合せについて

は、建物・構築物及び機器・配管系を入力津波による影響を受けない位置に

設置する設計としていることから、組み合わせる必要はないとしているこ

と 

d. 重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確

認する場合については、支持される施設の施設区分に応じた地震力と常時

作用している荷重、重大事故等時の状態で施設に作用する荷重及びその他

必要な荷重とを組み合わせていること 

 

⑤ 許容限界 

a. 建物・構築物及び機器・配管系のそれぞれの強度評価における許容限界

については、安全上適切と認められる規格及び基準等に基づき、施設の機

能を維持できる設定としていること 

b. 地震時又は地震後に動的機能が要求される機器等の機能維持評価におけ

る許容限界については、実証試験等により確認されている機能確認済加速

度等を設定していること 

 

⑥ 波及的影響 

a. 緊急時対策所は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

であることから、波及的影響については、考慮すべき事象の選定、考慮すべ

き施設の抽出及び耐震計算を適切に実施し、常設重大事故緩和設備が設置
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される重大事故等対処施設以外の施設（以下「下位クラス」という。）の波

及的影響によって、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計としている

こと 

b. 考慮すべき事象については、原子力発電所の地震被害を調査し、その結

果を考慮した上で、設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変

位又は不等沈下、下位クラスの施設との接続部における相互影響及び下位

クラスの施設の損傷、転倒、落下等を選定していること 

c. 考慮すべき施設については、敷地全体を俯瞰した調査・検討に基づき、波

及的影響を及ぼす可能性のある施設として緊急時対策所の周辺斜面を抽出

していること 

d. 耐震計算については、基準地震動による地震力により緊急時対策所の周

辺斜面の崩落のおそれがないこと 

 

⑦ 水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せによる影響評価 

a. 水平 2 方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設を対象に、当該組合せの適用によ

って水平 1 方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた耐震計算への影響の

可能性がある施設を抽出し、三次元応答性状を考慮した上で基準地震動を

適用して当該組合せの適用が耐震性評価に及ぼす影響を評価していること 

b. その結果、水平 2 方向及び鉛直方向の地震力の組合せによる応力等は、

水平 1 方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対し、同等又は増加する傾向

であったが、応力等が増加する場合でも、水平 2 方向及び鉛直方向の地震

力の組合せによる応力等が許容値を満足すること 

 

を確認したことから、第５０条の規定に適合していると認める。 

 

（１６）第５１条（津波による損傷の防止） 

① 基本事項 

規制庁は、本申請の書類から、重大事故等対処施設が基準津波によりその

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないようにす

るため、設置変更許可申請書の設計方針に基づくとともに、「耐津波設計に係

る工認審査ガイド」（平成 25 年 6 月原子力規制委員会）を踏まえ、適用性を

確認した耐津波設計に係る規格及び基準等（耐震設計に係る工事計画認可に

おいて実績のある規格及び基準等を含む。）に基づく手法を適用して、津波監

視設備を設置していること及び基準津波に対して津波監視設備の機能を維持

する設計としていることを確認した。 

 

② 津波防護対象設備 

規制庁は、本申請の書類から、設計基準対象施設と同時に必要な機能が損

なわれるおそれがないよう、重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処

設備を津波防護対象設備に含めていることを確認した。 
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③ 津波防護対策 

規制庁は、本申請の書類から、津波防護対策について、津波の襲来を察知し

津波防護施設の機能を確実とする津波監視設備を設置するとしていることを

確認した。 

 

④ 津波防護対策に必要な津波監視設備の設計 

規制庁は、本申請の書類から、津波監視設備について、入力津波による影響

を受けない位置に設置する設計としていることから、入力津波に対して、津

波監視設備に要求される機能が十分に保持できる設計としていることを確認

した。 

 

規制庁は、①～④の事項を確認したことから、第５１条の規定に適合してい

ると認める。 

 

（１７）第５２条（火災による損傷の防止） 

① 火災区域の設定 

規制庁は、本申請の書類から、重大事故等対処施設を設置する区域を火災

区域として設定していることを確認した。 

 

② 火災発生防止に係る設計 

規制庁は、本申請の書類から、重大事故等対処施設における火災の発生を

防止するため、 

a. 火災区域において、潤滑油及び燃料油を使用しない設計としていること 

b. 不燃性材料、難燃性材料又はそれと同等以上の性能を有する材料を使用

するなど火災発生防止を考慮した設計としていること 

c. それら材料の使用が技術上困難である通信連絡設備の機器本体に使用す

る専用ケーブルは、当該重大事故等対処施設の火災に起因して他の重大事

故等対処施設及び設計基準事故対処設備において火災が発生することを防

止することとし、金属製の筐体等への収納、延焼防止材による保護、又は専

用の電線管の敷設などを行う設計としていること 

d. 落雷による火災の発生を防止するために、接地設備を設置する設計とし

ていること、また、地震による火災の発生を防止するために施設の区分に

応じた耐震設計を行うなど、自然現象による火災の発生防止対策を行う設

計としていること 

を確認した。 

 

③ 火災の感知及び消火に係る設計 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 火災を早期に感知できるよう、火災区域の環境条件及び想定される火災

の性質等を考慮し、アナログ式の煙感知器及び熱感知器を組み合わせて火

災区域に設置し、中央制御室及び緊急時制御室において常時監視できる設

計としていること 
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b. 消火設備の設計にあたっては、重大事故等に対処するために必要な機能

を有する電気設備に影響を与えないため、ハロンガスを使用する設計とす

るとともに、故障警報を中央制御室に発する設計していること 

c. 火災感知設備及び消火設備は、全交流動力電源喪失時に蓄電池から電源

を確保する設計とし、凍結、風水害及び地震によってもその機能が損なわ

れない設計としていること 

を確認した。 

 

規制庁は、①～③の事項を確認したことから、第５２条の規定に適合してい

ると認める。 

 

（１８）第５４条（重大事故等対処設備） 

当該条文に係る以下の確認事項については関連する各条文で個別に確認を行

った。 

① 重大事故等対処設備（第５４条第１項関係） 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 環境条件及び荷重条件について、重大事故等対処設備は、想定される重

大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条

件において、その機能が有効に発揮できるようにするため、その設置（使

用）・保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに、操作が可能

な設計としていること、さらに、屋外の重大事故等対処設備については、当

該設備の転倒防止又は固縛の措置をとるともに、竜巻等による風荷重を考

慮して、機能を損なわない設計としていること又は同じ機能を有する重大

事故等対処設備との位置的分散を考慮した保管により機能を損なわない設

計としていること 

b. 操作性について、想定される重大事故等が発生した場合においても、重

大事故等対処設備を確実に操作できるようにするため、重大事故等時の環

境条件に対し、操作場所での操作が可能な設計としていること 

c. 試験及び検査について、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認

するため、原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は

検査を実施できるようにするために特性及び機能・性能確認、分解・開放

（非破壊検査を含む。）、外観確認等ができる設計としていること 

d. 切替えの容易性について、重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外

の用途として重大事故等に対処するために使用する設備を含めて通常時に

使用する系統から系統構成を変更する必要のある設備は、速やかに切替操

作を可能なようにするため、系統に必要な遮断器等を設ける設計としてい

ること 

e. 悪影響防止について、重大事故等対処設備は、原子炉施設（他号機を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設だけでなく、当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備も含む。）に対して悪影響を及ぼさないように

するため、遮断器の開放等によって他の設備への影響を及ぼさない設計と

していること 
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f. 現場の作業環境について、重大事故等対処設備の設置場所は、想定され

る重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないよ

うに、遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれ

の少ない場所を選定し、設置場所で操作可能な設計としており、放射線量

が高くなるおそれがある場合は、追加の遮蔽の設置により設置場所で操作

可能な設計とするか、放射線の影響を受けない異なる区画又は離れた場所

から遠隔で操作可能な設計としていること 

を確認した。 

 

② 常設重大事故等対処設備（第５４条第２項関係） 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 容量について、常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収

束において、想定する事象及びその事象の進展等を考慮し、重大事故等時

に必要な目的を果たすため、系統の目的に応じて必要となる容量等を有す

る設計としていること 

b. 共用の禁止について、常設重大事故等対処設備の各機器は、二以上の原

子炉施設において共用しない設計とするが、共用対象の施設ごとに要求さ

れる技術的要件を満たしつつ、二以上の原子炉施設と共用することによっ

て、安全性が向上する場合であって、さらに同一の発電所内の他の原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、共用できる設計としていること 

を確認した。 

 

③ 可搬型重大事故等対処設備（第５４条第３項関係） 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 容量について、可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の

収束において、想定する事象及びその事象の進展を考慮し、系統の目的に

応じて 1 セットで必要な容量等を有し、これを複数セット保有するなど、

必要な容量等に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計としているこ

と 

b. 確実な接続について、可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続する

ものについては、容易かつ確実に接続できるようにするため、ケーブルは

種別によって規格の統一を考慮したコネクタ又はより簡便な接続規格等を、

配管は、配管径や内部流体の圧力によって、大口径又は高圧環境において

はフランジを、小口径かつ低圧環境においてはより簡便な接続規格等を用

いる設計としていること 

c. 現場の作業環境について、可搬型重大事故等対処設備の設置場所は、想

定される重大事故等が発生した場合においても設置、及び常設設備との接

続に支障がないようにするため、遮蔽の設置や線源からの離隔距離により

放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定する設計としていること 

d. 保管場所について、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自

然現象、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設

計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考
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慮した上で、原子炉周辺建屋及び制御建屋から 100m の離隔距離を確保して

保管すること 

e. アクセスルートの確保について、 

ア. 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対

処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所内の道

路及び通路が確保できるよう設計しており、屋内及び屋外において、想定

される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所

から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路又は他の設備の被害

状況を把握するための経路（アクセスルート）は、自然現象、外部人為事

象、溢水及び火災を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確

保すること、また、迂回路を考慮した複数のアクセスルートを確保できな

い場合は、必要な復旧作業を確実に行うことでアクセスルートを確保す

ること 

イ. 屋外アクセスルートに対する地震による影響その他自然現象による影

響を想定し、複数ルートの中から早期に復旧可能なルートを確保するた

め、予備を含め障害物を除去可能なブルドーザ 2 台を分散して保管する

こと 

を確認した。 

 

規制庁は、①～③の事項を確認したことから、第５４条の規定に適合してい

ると認める。 

 

（１９）第５５条（材料及び構造） 

① 重大事故等クラス２管 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 重大事故等クラス２管の材料及び構造について、施設時に適用された規

格に応じて、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下

「設計・建設規格」という。）に従い設計しているか、又はこれらの設計に

よらない場合は、当該機器及び支持構造物が、その設計上要求される強度

を確保できるよう設計・建設規格等を参考に同等以上の性能を有する設計

としていること 

b. 具体的には、材料について、設計・建設規格に規定されている材料を使用

する設計としていること、また、構造及び強度について、延性破断、疲労破

壊及び座屈による破壊を防止する設計としていること 

を確認した。 

 

② 重大事故等クラス３機器 

規制庁は、本申請の書類から、 

a. 重大事故等クラス３機器の材料及び構造について、設計・建設規格を参

考に設計しているか、完成品として一般産業品の規格及び基準に従い設計

していること 

b. 具体的には、完成品の材料について、当該機器が使用される条件に対し

て適切な機械的強度を有すること 
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を確認した。 

 

規制庁は、①及び②の事項を確認したことから、第５５条の規定に適合して

いると認める。 

 

（２０）第５７条（安全弁等） 

規制庁は、本申請の書類から、緊急時対策所の空気供給装置には、圧力の過

度の上昇を適切に防止する性能を有する安全弁を設け、設計・建設規格に適合

する設計としていることを確認したことから、第５７条の規定に適合している

と認める。 

 

（２１）第７５条（監視測定設備） 

規制庁は、本申請の書類から、重大事故等が発生した場合に発電所及びその

周辺（発電所の周辺海域を含む。）において、原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するこ

とができる設備を施設することとしており、 

① モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生

した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定で

きる設計としていること 

② 常設モニタリング設備が機能喪失しても代替し得る十分な台数の可搬型代

替モニタリング設備を緊急時対策所建屋内に配備すること 

③ 常設モニタリング設備は、代替交流電源設備である既認可の空冷式非常用

発電装置からの給電を可能とすること 

を確認したことから、第７５条の規定に適合していると認める。併せて、当該

条文に係る監視測定設備が第５４条に適合していると認める。 

 

（２２）第７６条（緊急時対策所） 

規制庁は、本申請の書類から、緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合

においても当該事故等に対処するため、 

① 基準地震動による地震力に対し機能を喪失しないようにするとともに、基

準津波の影響を受けない設計とし、また、緊急時対策所の機能に係る設備は、

中央制御室との共通要因により同時に機能喪失しないようにするために、中

央制御室とは離れた位置に設置又は保管すること 

② 代替交流電源からの給電を可能な設計とし、当該代替電源を含めて、緊急

時対策所の電源は多重性を確保していること 

③ 居住性確保として、重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に

対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、想定す

る放射性物質の放出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同

等とし、かつ、緊急時対策所内でのマスクの着用、交代要員体制及び安定よ

う素剤の服用がなく、仮設設備を考慮しない条件において、第３号機及び第

４号機からの同時被災を考慮しても、緊急時対策所にとどまる要員の実効線

量が事故後 7 日間で約 4.2mSv であり、100mSv を超えないために緊急時対策

所の気密性とあいまって適切な遮蔽設計及び換気設計を行っていること 
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④ 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処

するために必要な情報を把握できる設備を設ける設計としていること 

⑤ 緊急時対策所から発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設備を設ける設計としていること 

⑥ 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するために身体サーベイ及び作業服

の着替えなどを行うための区画を設ける設計としていること 

⑦ 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容

器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対

処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数

の要員を収容することができる設計としていること 

を確認したことから、第７６条の規定に適合していると認める。また、緊急時

対策所建屋に隣接した位置で使用する電源車（緊急時対策所用）は屋外アクセ

スルートの復旧時間に消費する燃料に対して十分に余裕のあるタンクを備える

設計であることを確認したことから、併せて、当該条文に係る緊急時対策所の

設備が第５４条に適合していると認める。 

 

（２３）第７７条（通信連絡を行うために必要な設備） 

規制庁は、本申請の書類から、重大事故等が発生した場合において当該原子

炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な

設備を施設することとしており、代替電源設備からの給電を可能とすることを

確認したことから、第７７条の規定に適合していると認める。併せて、当該条

文に係る通信連絡を行うために必要な設備が第５４条に適合していると認める。 

 

（２４）第７８条（準用） 

規制庁は、本申請の書類から、重大事故等対処施設に施設する電気設備につ

いて、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」（平

成 24 年経済産業省令第 70 号）に基づき、接地による感電及び火災の防止措置、

保護継電器及び遮断器の設置による異常の予防及び保護対策等を講じる設計と

していることを確認したことから、第７８条の規定に適合していると認める。 

 

（２５）工事の方法 

規制庁は、工事の方法について、上記各条に規定される設備ごとの要求事項

等を踏まえ、当該設備が期待される機能を確実に発揮できるように、工事の手

順、使用前事業者検査の項目及び方法が適切に定められ、また、工事中の従事

者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対する悪影響防止対策等が工事の

留意事項として定められていることから、工事の方法として妥当であり、上記

各条の規定に適合していると認める。 

 

規制庁は、上記の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規制法第４３

条の３の９第３項第２号の規定に適合していると認める。 
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２．審査結果 

規制庁は、１－１及び１－２の事項を確認したことから本申請が原子炉等規制法

第４３条の３の９第３項各号のいずれにも適合しているものと認める。 

 

なお、本件申請に係る大飯発電所について、原子力規制委員会は、平成 31 年度第

4 回原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）の噴出規模

は 11 ㎦ 程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一連

の巨大噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価において

想定すべき自然現象であることを認定し、上記のとおり認定した事実に基づけば、

火山事象に係る「想定される自然現象」の設定として明らかに不適当であり、実用

発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第６条第

１項への不適合が認められるため、原子炉等規制法第４３条の３の２３第１項の規

定に基づき基本設計ないし基本的設計方針を変更すべき旨、令和元年 6 月 19 日に

申請者に命じたところである。申請者からは、令和元年 9 月 26 日に当該事項に係

る設置変更許可申請がなされている。 

規制庁は、（ⅰ）平成31年度第4回原子力規制委員会において判断されたとおり、

大山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状況にあるとはいえず、上記のとおり

認定したＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火砕物により当該発電所が大きな影

響を受けるおそれがある切迫した状況にはないこと、（ⅱ）上記の命令の適切な履

行により上記の不適合状態は是正することができ、かつ、大山火山の状況に照らせ

ばこれで足りることなどから、上記命令に係る手続が進んでいる現在の状況下にお

ける本件の審査においては、ＤＮＰの噴出規模を含め火山事象に係る「想定される

自然現象」については、既許可（令和 2 年 2 月 26 日許可）の想定を前提として、

本件申請についての基準適合性を判断したところである。 

 

 


